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正  誤  表 

 

 令和元年第３回日出町議会定例会議案書 

議案第５４号 

ページ 

 

 

 

４９ 

 

訂正箇所 

 

 

第１６条第１項の

改正規定 

（上から４行目） 

正 

（略）「をいう。」に改め、

「以下この項及び第２１

条において」を削り（略） 

誤 

（略）「をいう。」に、「及

び第２１条」を「、第２１

条、第３７条第３項及び

第３８条第３項」に（略） 

ページ 

 

 

 

 

５０ 

 

訂正箇所 

 

 

 

第３７条第３項の

改正規定 

（下から８行目） 

正 

（略）同号イ(イ)中「教

育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給

付認定子ども（特別利用

保育を受ける者を含

む。）」とする」（略） 

誤 

（略）同号イ(イ)中「除

く」とあるのは「除き、特

別利用保育を受ける者を

含む」とする」（略） 
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ページ 

 

 

 

 

５１ 

訂正箇所 

 

 

 

第３８条第３項の

改正規定 

（上から５行目） 

正 

（略）同号イ(イ)中「教

育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給

付認定子ども（特別利用

教育を受ける者を除

く。）」（略） 

誤 

（略）同号イ(イ)中「を除

く」とあるのは「及び特別

利用教育を受ける者を除

く」（略） 

ページ 

 

 

 

 

５４ 

訂正箇所 

 

 

 

第５２条の 

改正規定 

（下から３行目） 

正 

（略）「をいう」に改め、

「この項及び第２１条に

おいて同じ。）」を削り、

「をいい（略） 

誤 

（略）「をいう」に、「及び

第２１条において同

じ。）」を「、第２１条、第

３７条第３項及び第３８

条第３項」に、「をいい

（略） 
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ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５５ 

訂正箇所 

 

第５２条の 

改正規定 

（上から１行目） 

正 
（略）を「準用する第２１

条において」と（略） 

 誤 
（略）を「準用する第２１

条」と（略） 

 

訂正箇所 

 

 

 

 

第５３条第３項 

の改正規定 

（上から１２行目） 

 

正 

（略）（第１２条及び第１

５条を除く。）、第１９条

から第２１条まで及び第

２５条から第３５条まで

を含む。次条第３項にお

いて同じ。）（略） 

 誤 

（略）（第１２条及び第１

５条を除く。次条第３項

において同じ。）、第１９

条から第２１条まで及び

第２５条から第３５条ま

でを含む。）（略） 

 

訂正箇所 

 

 

第５３条第３項 

に後段を加える 

改正規定 

（下から８行目） 

正 

（略）教育・保育給付認定

子どもを含む。）」と、「同

号」とあるのは「同項第３

号」と、「教育・保育給付

認定に基づき、（略） 

 誤 

（略）教育・保育給付認定

子どもを含む。）」と、「教

育・保育給付認定に基づ

き、（略） 
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ページ 

 

 

 

 

５６ 

訂正箇所 

 

 

 

第５４条第３項 

に後段を加える 

改正規定 

（下から１０行目） 

正 

（略）満３歳以上保育認

定子ども（令第４条第１

項第２号に規定する満３

歳以上保育認定子どもを

いう。）に係る第１５条第

４項第３号ア（略） 

誤 

（略）満３歳以上保育認

定子どもに係る第１５条

第４項第３号ア（略） 

 


